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１ 設立の認証のための申請手続 

（１）認証の申請 

  イ NPO法人を設立するためには、次の②～⑪の書類を添付した申請書を所轄庁に提出

し、設立の認証を受けなければなりません（法 10①）。 

なお、申請書等の提出については、内閣府ウェブ報告システムを利用したオンライン

提出も可能です。オンライン提出を希望する方は、以下のＵＲＬからログインしてくだ

さい。 

         https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/ 

       （リンク先ページ右上の「法人ログイン」に進んでください。） 

 

 提 出 書 類 参照頁 

① 特定非営利活動法人設立認証申請書（様式第１号） ６ 

② 定款 ８ 

③ 
役員名簿 

※役員の氏名及び住所又は居所並びに報酬の有無を記載した名簿 
25 

④ 

役員の就任承諾及び誓約書の謄本（写し） 

※各役員が法第 20条に該当しないこと及び法第 21条に違反し

ないことを誓約し、就任を承諾する書面。写しを提出し、原本

は団体で保管してください。 

26 

⑤ 

役員の住所又は居所を証する書面（原本） 

（１）住民票（住民基本台帳法の適用を受ける者） 

（２）（１）がない者については、その役員の住所又は居所を

証する権限のある官公署が発給する文書（書面が外国語で作成

されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するこ

と。） 

※申請日前から６か月以内に作成されたもので、マイナンバー

の表記がないものを提出してください。 

※国内に住所を有し、住民登録の届出をしている方で、静岡市

が住民基本台帳ネットワークを用いて住所又は居所の確認を行

うことを希望する方については、（１）の添付を要しません。 

－ 

⑥ 社員のうち 10人以上の者の氏名及び住所又は居所を示す書面 27 

⑦ 
確認書（法第２条第２項第２号及び第 12条第１項第３号に該

当することを確認したことを示す書面） 
28 

⑧ 設立趣旨書 29 

⑨ 設立についての意思決定を証する議事録の謄本（写し） 30 

⑩ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 32 

⑪ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 36 

https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/
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  ロ 所轄庁は、申請を受理した後、申請があった旨及び以下に掲げる事項をインターネ

ットの利用により公表するとともに、上記②、③（うち、役員の住所又は居所に係る

記載の部分を除いたもの）、⑧、⑩及び⑪の書類を、受理日から２週間、公衆の縦覧

に供します（法 10②）。なお、必要に応じ、上記②、③（うち、役員の住所又は居所

に係る記載の部分を除いたもの）、⑧、⑩及び⑪の書類をインターネットの利用によ

り公表しています。 

    ・申請のあった年月日 

    ・上記③（うち、役員の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの）の書類に記

載された事項 

  ハ 提出書類に不備があるときは、申請を取り下げていただくか、設立の不認証の決定

をする場合があります。ただし、その不備が内容の同一性に影響を与えない範囲のも

ので、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものである場合に限り、補正

をすることができます（申請を受理した日から１週間に満たない場合に限ります）

（法 10③）。 

 ■提出書類を補正する必要がある場合に提出する書類 

 提 出 書 類 参照頁 

① 補正書（様式第２号） 40 

② 補正する書類 ― 

（２）認証又は不認証の決定 
   所轄庁は、正当な理由がない限り、申請書を受理した日から２か月２週間以内に認証

又は不認証の決定を行い、書面により通知します（法 12②③）。 

 

（３）NPO 法人設立後の届出 
   設立の認証後、申請者が主たる事務所の所在地において設立の登記を行うことで法

人が設立します（法 13①）。設立の登記は、組合等登記令に従って、設立認証決定の通

知があった日から２週間以内に行わなければなりません（組登令２①）。 

   NPO 法人は、登記により法人が成立した後、遅滞なく当該登記をしたことを証する登

記事項証明書及び成立時に作成した財産目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なけ

ればなりません（法 13②）。なお、設立の認証があった日から６か月を経過しても登記

を行わない場合、所轄庁により設立の認証が取り消される場合があります（法 13③）。 

 ■法人成立後の届出書類 

 提 出 書 類 参照頁 

① 設立登記完了届出書（様式第５号） 41 

② 登記事項証明書及びその写し ― 

③ 設立時の財産目録 42 
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イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと 

ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員の総数の３分の１以下であること 

ハ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする

ものでないこと 

ニ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでな

いこと（注２） 

ホ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反

対することを目的とするものでないこと 

 

イ 暴力団 

ロ 暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない

者の統制の下にある団体 

 

２ 認証の基準 

  所轄庁は、NPO法人設立の認証の申請について、次の①～④の基準に適合すると認めら

れる場合、その設立を認証しなければなりません（法 12①）。 

 ① 設立の手続き並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。 

 ② 当該申請に係る NPO 法人が特定非営利活動（注１）を行うことを主たる目的とし、営利

を目的としないものであって、次のイ及びロのいずれにも該当し、また、その活動が次

のハ～ホのいずれにも該当する団体であること（法２②関連）。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 当該申請に係る NPO法人が次のイ及びロに該当しないものであること 

 

 

 

 

④ 当該申請に係る NPO法人が 10人以上の社員を有するものであること 

 

（注１）特定非営利活動とは、法別表に掲げる活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増

進に寄与することを目的とするものです（法２①）。 

（注２）政治活動には具体的な施策を推進することは含まれません。 
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  ≪参考≫設立の認証申請から登記完了の届出までのフロー 

（１週間未満） 

②
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
利
用
に
よ
り
公
表 

③認証・不認証

の決定 

④設立登記（主たる

事務所の所在地で

の登記）＝法人成立 

⑤社員及び利害

関係者への閲覧 

⑴提出 

（申請） 

⑵通知 

⑶提出 

（届出） 

縦
覧
期
間
２
週
間 

２
か
月
２
週
間
以
内 

軽微な補正 

（２週間以内） 

申 請 者 所 轄 庁 市 民 

①認証申請書類

の提出（提出書

類は p.１参照） 

縦覧書類 

・定款 

・役員名簿 

（個人情報除く） 

・設立趣旨書 

・事業計画書 

・活動予算書 

閲覧書類 

・定款 

・役員名簿 

（個人情報除く） 

・事業計画書 

・活動予算書 

・設立の時の財産目録 

・認証に関する書類の写し 

・登記に関する書類の写し 
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≪参考≫内閣府ウェブ報告システムを利用した際のフロー 

申 請 者 所 轄 庁 市 民 

①認証申請書類

の提出 

内閣府 

 
ウェブ報告システム 

 

受領 

縦覧書類 

・定款 

・役員名簿 

（個人情報除く） 

・設立趣旨書 

・事業計画書 

・活動予算書 

③認証・不認証

の決定 
(2)通知 

④設立登記（主

たる事務所の所

在地での登記）

＝法人成立 

（２週間以内） 

内閣府 

 
ウェブ報告システム 

 ⑤社員及び利

害関係者への

閲覧 

(3)提出 

（届出） 

閲覧書類 

・定款 

・役員名簿 

 （個人情報を除く） 

・事業計画書 

・活動予算書 

・設立時の財産目録 

・認証に関する書類

の写し 

・登記に関する書類

の写し 

２
か
月
２
週
間
以
内 

縦
覧
期
間
２
週
間 

閲覧 

NPO 法人ポータル

サイト 

公表 

閲覧 

（１週間未満） 

(1)提出 

（申請） 

軽微な補正 

②インターネットの

利用により公表 

 



 

 

 

 

様式・添付書類 
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様式第１号（第２条関係）       記載例 

特定非営利活動法人設立認証申請書 

年 月 日  

  （宛先）静岡市長 

申請者 

住所又は居所 
法人にあっては、その主たる

事務所の所在地 

氏名 
法人にあっては、その名称及

び代表者の氏名 

電話番号  

  

  特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号。以下「法」という。）第10条第１項の規

定により、特定非営利活動法人の設立の認証を受けたいので、関係書類を添えて申請しま

す。 

 

 １ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人○○○○○ 

 

 

 

 

 ２ 特定非営利活動法人の代表者の氏名 △△△△ ○○○○ 

 

 

 

 ３ 主たる事務所の所在地 静岡市○○区○○町△△丁目××番××号 

 

 

 

 ４ その他の事務所の所在地 静岡市□□区○○町△△丁目××番××号 

 

 

 

 

 ５ 定款に記載された目的 

   この法人は～、○○○○○… 

 

 

申請書の提出年月日を記載する。 

定款の記載と完全に一致させる。名称の登記には、日本文字、ローマ字、アラビヤ数字の他、符号と

して、アンパサンド「&」、アポストロフィー「’」、コンマ「,」、ハイフン「-」、ピリオド「.」及び中

点「・」を用いることができる。なお、括弧やカギ括弧等は用いることができない。 

理事（理事長）の氏名を記載する。監事の氏名

を記載してはならない。 

 

町名及び番地まで記載する。定款に記載する主

たる事務所の所在地と表記を一致させる。 

 

町名及び番地まで記載する。その他の事務所が

ある場合はもれなく記載する。 

 

定款の記載と完全に一致させる。 
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 ６ 定款に記載された特定非営利活動の種類 

 （１）・・・・・・・ 

 （２）・・・・・・・ 

 （３）・・・・・・・ 

 

 ７ 添付書類 

 （１）定款 

 （２）役員名簿 

 （３）各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓

約し、並びに就任を承諾する書面の謄本 

（４）各役員の静岡市特定非営利活動促進法施行条例（平成24年静岡市条例第６号）第２

条第２項各号に掲げる書面 

（５）社員のうち10人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及

び住所又は居所を記載した書面 

（６）法第２条第２項第２号及び法第12条第１項第３号に該当することを確認したこと

を示す書面 

 （７）設立趣旨書 

 （８）設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 

 （９）設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 

 （10）設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 

  

法第２条第１項別表に規定する特定非営利活動の種類を

記載する。また、定款の記載と一致させる。 
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特定非営利活動法人 定款例 

 

特定非営利活動法人○○○○定款 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人○○○○

という。 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を静岡県静岡市

○○区○○町○○丁目○番○号に置く。 

２ この法人は、前項のほか、その他の事務所を静

岡県静岡市○○区○○町○○丁目○番○号、…に

置く。 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 この法人は、【  】に対して、【  】に

関する事業を行い、【  】に寄与することを目

的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 条＞と下線を付した条は、法に

定める必要的記載事項である。それ以

外の条文は、法人の任意による記載事

項である。 

 

 

 

＜第１条＞…必要的記載事項（法 11①

二） 

 

＜第２条＞…必要的記載事項（法 11①

四） 

注：「主たる事務所」と「その他の事務

所（＝従たる事務所）」を明確に区分し

た上で、設置する事務所をすべて記載

する。ただし、記載が必要となるのは

それぞれの事務所所在地の最小行政区

画まででよく、それ以下の住所は任意

的記載事項である。 

 

 

 

 

 

＜第３条＞…必要的記載事項（法 11①

一） 

注：特定非営利活動を行うことを主た

る目的とした法人であること等を明ら

かにする必要がある。例えば、目的に

は、①受益対象者の範囲、②主要な事

業、③法人の事業活動が社会にもたら

す効果（どのような意味で社会の利益

につながるのか）や法人としての最終

目標等を具体的かつ明確に伝わるよう

に記載する。 
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（特定非営利活動の種類） 

第４条 この法人は、その目的を達成するため、次

に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 

 (1) 

 (2) 

 

 

（事業） 

第５条 この法人は、その目的を達成するため、次

の事業を行う。 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

① ○○○○○事業 

② ○○○○○事業 

 

 

(2) その他の事業 

① △△△△△事業 

② △△△△△事業 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項第２号に掲げる事業は、同項第１号に掲げ

る事業に支障がない限り行うものとし、利益を生

じた場合は、同項第１号に掲げる事業に充てるも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

＜第４条＞…必要的記載事項（法 11①

三） 

注：法の別表に掲げる活動の種類のう

ち、該当するものを選択して記載す

る。（複数の種類の選択も可能）。 

 

 

＜第５条＞…必要的記載事項（法 11①

三及び十一） 

参考：法５ 

注１：第１項…法人が行う具体的な事

業の内容を記載する。その際、「特定非

営利活動に係る事業」と「その他の事

業」の内容は明確に区分しなければな

らない。 

注２：「その他の事業」を行わない場合

は、「この法人は、その目的を達成する

ため、次の特定非営利活動に係る事業

を行う」旨を記載し、第１項第２号及

び第２項の記載を要しない。 

注３：「特定非営利活動に係る事業」に

おいて、付随的な事業を行う場合に

は、「その他この法人の目的を達成する

ために必要な事業」旨を記載する。た

だし、「その他の事業」ではこの旨の記

載はできない。 

参考：第２項…法５① 
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第３章 会員 

 

 

（種別） 

第６条 この法人の会員は、次の【  】種とし、

正会員をもって特定非営利活動促進法（以下「法」

という。）上の社員とする。 

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した

個人及び団体 

(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために

入会した個人及び団体 

 

 

 

（入会） 

第７条 会員の入会については、特に条件を定めな

い。 

２ 会員として入会しようとするものは、理事長が

別に定める入会申込書により、理事長に申し込む

ものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入

会を認めなければならない。 

３ 理事長は、前項のものの入会を認めないとき

は、速やかに、理由を付した書面をもって本人に

その旨を通知しなければならない。 

 

 

 

 

（入会金及び会費） 

第８条 会員は、総会において別に定める入会金及

び会費を納入しなければならない。 

 

（会員の資格の喪失） 

第９条 会員が次の各号の一に該当するに至った

ときは、その資格を喪失する。 

(1) 退会届の提出をしたとき。 

＜第３章＞…社員の資格の得喪に関す

る事項は必要的記載事項（法 11①五） 

参考：法２②―イ 

 

＜第６条＞ 

注１：ここでいう「社員」とは、社団の

構成員のことで、総会議決権を有する

ものが該当する。 

注２：賛助会員等、正会員以外の会員

種別を定める場合は、正会員とそれ以

外の会員を区別して、第２号以降にそ

の旨を記載する。ただし、正会員（社

員）以外の会員種別を定款で定めるか

どうかは、法人の任意的記載事項。 

 

＜第７条＞ 

注１：第６条において、正会員以外の

会員について定める場合は、正会員と

それ以外の会員を区別して記載するこ

ともできる（以下、第 11条まで同じ。）。

正会員以外については任意的記載事

項。 

注２：社員（正会員）以外の会員の入会

については、任意の条件を定めること

ができるが、社員（正会員）の資格取得

については、不当な条件を付けてはな

らない。 

（法２②―イ） 

 

＜第８条＞ 

注：入会金又は会費の設定がない場合

は、記載を要しない。 

 

＜第９条＞ 
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(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅し

たとき。 

(3) 継続して【  】年以上会費を滞納したとき。 

(4) 除名されたとき。 

 

 

（退会） 

第 10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理

事長に提出して、任意に退会することができる。 

 

 

（除名） 

第 11 条 会員が次の各号の一に該当するに至った

ときは、総会の議決により、これを除名すること

ができる。この場合、その会員に対し、議決の前

に弁明の機会を与えなければならない。 

(1) この定款等に違反したとき。 

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する

行為をしたとき。 

 

第４章 役員及び職員 

 

（種別及び定数） 

第 12条 この法人に次の役員を置く。 

(1) 理事 ○○人 

(2) 監事 ○○人 

 

 

 

 

 

２ 理事のうち、１人を理事長、【  】人を副理

事長とする。 

 

 

 

 

 

 

注：第４号…除名を資格喪失の条件と

する場合は、除名に関する規定を置く

（第 11条参照）。 

 

＜第 10条＞ 

注：退会が任意であることを明確にす

る。任意に退会できない場合などは法

に抵触する。 

 

＜第 11条＞ 

注：総会の議決以外に理解の議決やそ

の他の機関の議決でも構わない。 

 

 

 

 

 

＜第４章＞…役員に関する事項は必要

的記載事項（法 11①六） 

 

＜第 12条＞ 

注１：第１項…理事の定数は３人以上、

監事の定数は１人以上としなければな

らない（法 15）。 

注２：「理事」及び「監事」を明確に区

分する。なお、役員の定数は「〇〇人以

上〇〇人以下」というように上限と下

限を設けることもできる。 

注３：第２項…職名は、理事長、副理事

長以外の名称を使用することもでき

る。 
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（選任等） 

第 13条 理事及び監事は、総会において選任する。 

２ 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 

３ 役員のうちには、それぞれの役員について、そ

の配偶者若しくは３親等以内の親族が１人を超

えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び

３親等以内の親族が役員の総数の３分の１を超

えて含まれることになってはならない。 

４ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねること

ができない。 

 

（職務） 

第 14 条 理事長は、この法人を代表し、その業務

を総理する。 

２ 理事長以外の理事は、法人の業務について、こ

の法人を代表しない。 

３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あ

るとき又は理事長が欠けたときは、理事長があら

かじめ指名した順序によって、その職務を代行す

る。 

４ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び

理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行す

る。 

５ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 

(2) この法人の財産の状況を監査すること。 

(3) 前２号の規定による監査の結果、この法人の

業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは

定款に違反する重大な事実があることを発見した

場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、

総会を招集すること。 

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の

状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事

会の招集を請求すること。 

 

 

＜第 13条＞ 

注１：第１項…総会以外で役員を選任

することも可能。 

注２：第３項…法律上は、理事・監事が

６人以上の場合に限り、配偶者又は３

親等以内の親族を１人だけ役員に加え

ることができる（法 21）。 

参考：第４項…法 19 

 

 

 

＜第 14条＞ 

注１：第１項…理事長のみが法人の代

表権を有する場合に記載する。理事長

以外にも法人を代表する理事がいる場

合には、例えば「理事全員は、この法人

を代表する。」、「理事長及び常務理事

は、この法人を代表する。」というよう

な記載をすること（法 16）。 

注２：第２項…理事長以外の理事が代

表権を有しない場合には、第１項に加

えてその旨を明記することが望まし

い。 

注３：第３項…副理事長が１人の場合

は、「理事長があらかじめ氏名した順序

によって、」という記載を要しない。 

 

参考：第５項…法 18 

注４：監事は代表権を有しない。 
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（任期等） 

第 15条 役員の任期は、【  】年とする。ただし、

再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任さ

れていない場合には、任期の末日後最初の総会が

終結するまでその任期を伸長する。 

３ 補欠のため、又は増員によって就任した役員の

任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残

存期間とする。 

４ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任

者が就任するまでは、その職務を行わなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（欠員補充） 

第 16 条 理事又は監事のうち、その定数の３分の

１を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補

充しなければならない。 

（解任） 

第 17 条 役員が次の各号の一に該当するに至った

ときは、総会の議決により、これを解任すること

ができる。この場合、その役員に対し、議決する

前に弁明の機会を与えなければならない。 

(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められ

るとき。 

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわし

くない行為があったとき。 

 

 

 

＜第 15条＞ 

注１：第１項…必要的記載事項（法 24

①（役員任期は２年以内において定款

で定める機関とする。）） 

注２：第２項…法人運営の円滑化を図

るため、第 13条において役員を総会で

選任する旨を明記している場合に限

り、法 24②の規定に基づき、任期伸長

規定を置くことができる。 

注３：第４項…役員が存在しない期間

が生じた場合、法人が損害を被るおそ

れもあることから、前任者は、辞任又

は任期満了後においても応急的に業務

執行義務を負うものとされている。し

かし、新たな権限の行使まで認められ

るものではないから、至急後任者を選

任する必要がある。なお、この規定を

根拠に２年を超えて役員任期を伸長す

ることはできない。 

 

 

＜第 16条＞ 

参考：法 22 

 

 

＜第 17条＞ 

注：役員の解任や総会の議決の他、理

事会の議決やその他の機関の議決でも

構わない。 
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（報酬等） 

第 18 条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲

内で報酬を受けることができる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費

用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経

て、理事長が別に定める。 

（職員） 

第 19 条 この法人に、事務局長その他の職員を置

くことができる。 

２ 職員は、理事長が任免する。 

 

第５章 総会 

 

（種別） 

第 20 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総

会の２種とする。 

（構成） 

第 21条 総会は、正会員をもって構成する。 

（権能） 

第 22条 総会は、以下の事項について議決する。 

(1) 定款の変更 

(2) 解散 

(3) 合併 

(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更 

(5) 事業報告及び活動決算 

(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬 

(7) 入会金及び会費の額 

(8) 借入金（その事業年度内の収益をもって償還

する短期借入金を除く。第 48条において同じ。）

その他新たな義務の負担及び権利の放棄 

(9) 事務局の組織及び運営 

(10) その他運営に関する重要事項 

（開催） 

第 23 条 通常総会は、毎事業年度【  】回開催

する。 

 

＜第 18条＞ 

参考：第１項…法２②―ロ 

 

 

注：第３項…総会以外に理事会等の機

関の議決でも構わない。 

 

 

 

 

 

＜第５章＞…会議に関する事項は必要

的記載事項（法 11①七） 

 

＜第 20条＞ 

参考：法 14の２及び法 14の３ 

 

 

 

＜第 22条＞ 

注：定款で理事会等に委任しているも

の以外はすべて総会の議決事項（法 14

の５）。 

なお、法定の総会議決事項（定款変更、

解散及び合併）以外の事項については、

理事会等の議決事項とすることができ

る（第 31条参照）。 

 

 

 

 

 

 

＜第 23条＞ 

注１：第１項…少なくとも年１回通常
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２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開

催する。 

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 

(2) 正会員総数の【  】分の【  】以上から

会議の目的である事項を記載した書面をもって

招集の請求があったとき。 

(3) 第 14条第５項第４号の規定により、監事から

招集があったとき。 

（招集） 

第 24条 総会は、第 23条第２項第３号の場合を除

き、理事長が招集する。 

２ 理事長は、第 23 条第２項第１号及び第２号の

規定による請求があったときは、その日から

【  】日以内に臨時総会を招集しなければなら

ない。 

３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目

的及び審議事項を記載した書面をもって、少なく

とも会日の５日前までに通知しなければならな

い。 

（議長） 

第 25 条 総会の議長は、その総会において、出席

した正会員の中から選出する。 

（定足数） 

第 26条 総会は、正会員総数の【  】分の【  】

以上の出席がなければ開会することができない。 

 

 

（議決） 

第 27条 総会における議決事項は、第 24条第３項

の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほ

か、出席した正会員の過半数をもって決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。 

３ 理事又は社員が総会の目的である事項につい

て提案した場合において、社員の全員が書面によ

り同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決

総会を開催する必要がある（法 14の３

②）。 

参考：第２項第１号…法 14の３① 

注２：第２項第２号…社員総数の５分

の１以上を必要とするが、定款をもっ

てこれを増減することは可能（法 14の

３②）。 

 

 

＜第 24条＞ 

 

 

 

 

 

注：第３項…総会の招集は、定款で定

めた方法により、少なくとも総会の日

の５日前までに行われなければならな

い（法 14の４）。 

 

 

 

 

＜第 26条＞ 

注：定款変更の際の定足数は、定款に

特別の定めがない限り、社員総数の２

分の１以上である（法 25②）。 

 

＜第 27条＞ 

参考：第１項…法 14の６ 

 

 

 

注：第３項…書面以外に電磁的記録（法

規２）による同意の意思表示を可能と

する規定を置くこともできる（法 14の
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する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 

（表決権等） 

第 28 条 各正会員の表決権は、平等なるものとす

る。 

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない

正会員は、あらかじめ通知された事項について書

面をもって表決し、又は他の正会員を代理人とし

て表決を委任することができる。 

３ 前項の規定により表決した正会員は、第 26条、

第 27 条第２項、第 29 条第１項第２号及び第 49

条の適用については、総会に出席したものとみな

す。 

４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する

正会員は、その議事の議決に加わることができな

い。 

 

 

 

 

 

（議事録） 

第 29 条 総会の議事については、次の事項を記載

した議事録を作成しなければならない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 正会員総数及び出席者数（書面表決者又は表

決委任者がある場合にあっては、その数を付記す

ること。） 

(3) 審議事項 

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任さ

れた議事録署名人２人以上が署名又は記名押印

しなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、正会員全員が書面

により同意の意思表示をしたことにより、総会の

決議があったとみなされた場合においては、次の

９①）。 

 

＜第 28条＞ 

参考：第１項及び第２項…法 14の７ 

注：書面による表決に代えて、電磁的

方法による表決を可能とする規定を置

くこともできる（法 14の７③）。（電磁

的方法とは、電子情報処理組織を使用

する方法。例えば、電子メールなどが

これに該当する（法規１）。） 

 

■電磁的方法による表決を可能とする

規定記載例 

※第 28 条第１項第２号の下線部分

を、【書面若しくは電磁的方法をもって

表決し、又は】、第 29 条第１項第２号

の下線部分【書面表決者等】、第３項の

下線部分を【書面又は電磁的方法】に

変更する。 

参考：第 28条第４項…法 14の８ 

 

＜第 29条＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：第３項…書面以外に電磁的記録（法

規２）による同意の意思表示を可能と

する規定を置くこともできる（法 14の
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事項を記載した議事録を作成しなければならな

い。 

 (1) 総会の決議があったものとみなされた事項

の内容 

 (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

 (3) 総会の決議があったものとみなされた日 

 (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

 

第６章 理事会 

 

（構成） 

第 30条 理事会は、理事をもって構成する。 

（権能） 

第 31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、

次の事項を議決する。 

(1) 総会に付議すべき事項 

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関

する事項 

（開催） 

第 32 条 理事会は、次の各号の一に該当する場合

に開催する。 

(1) 理事長が必要と認めたとき。 

(2) 理事総数の【  】分の【  】以上から会

議の目的である事項を記載した書面をもって招

集の請求があったとき。 

(3) 第 14条第５項第５号の規定により、監事から

招集の請求があったとき。 

（招集） 

第 33条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長は、第 32 条第２号及び第３号の規定に

よる請求があったときは、その日から【  】日

以内に理事会を招集しなければならない。 

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、

目的及び審議事項を記載した書面をもって、少な

くとも会日の【  】日前までに通知しなければ

９①）。 

 

 

 

 

 

 

＜第６章＞…会議に関する事項は必要

的記載事項（法 11①七）。 

 

 

 

＜第 31条＞ 

注：総会の権能と整合性をとる（第 22

条参照）。 
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ならない。 

（議長） 

第 34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

（議決） 

第 35条 理事会における議決事項は、第 33条第３

項の規定によってあらかじめ通知した事項とす

る。 

２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決

し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

（表決権等） 

第 36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できな

い理事は、あらかじめ通知された事項について書

面をもって表決することができる。 

３ 前項の規定により表決した理事は、第 35 条第

２項及び第 37 条第１項第２号の適用について

は、理事会に出席したものとみなす。 

４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有す

る理事は、その議事の議決に加わることができな

い。 

（議事録） 

第 37 条 理事会の議事については、次の事項を記

載した議事録を作成しなければならない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表

決者にあっては、その旨を付記すること。） 

(3) 審議事項 

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任さ

れた議事録署名人２人以上が署名又は記名押印

しなければならない。 

 

第７章  資産及び会計 

（資産の構成） 

 

 

 

＜第 35条＞ 

 

 

参考：第２項…法 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第７章＞…必要的記載事項（法 11①

八及び九） 
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第 38 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるも

のをもって構成する。 

(1) 設立の時の財産目録に記載された資産 

(2) 入会金及び会費 

(3) 寄附金品 

(4) 財産から生じる収益 

(5) 事業に伴う収益 

(6) その他の収益 

（資産の区分） 

第 39 条 この法人の資産は、これを分けて特定非

営利活動に係る事業に関する資産及びその他の

事業に関する資産の２種とする。 

（資産の管理） 

第 40 条 この法人の資産は、理事長が管理し、そ

の方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定め

る。 

（会計の原則） 

第 41条 この法人の会計は、法第 27条各号に掲げ

る原則に従って行うものとする。 

 

 

（会計の区分） 

第 42 条 この法人の会計は、これを分けて特定非

営利活動に係る事業に関する会計及びその他の

事業に関する会計の２種とする。 

（事業計画及び予算） 

第 43 条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動

予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

＜第 38条＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 39条＞ 

注：特定非営利活動に係る事業のみを

行う場合は、記載を要しない。 

 

＜第 40条＞ 

注：総会の議決以外に、理事会等の機

関の議決でも構わない。 

 

＜第 41条＞ 

注：「法第 27 条各号に掲げる原則」と

は、正規の簿記の原則、真実性、名良性

の原則及び継続性の原則をいう。 

 

＜第 42条＞ 

注：特定非営利活動に係る事業のみを

行う場合は、記載を要しない。（法５②） 

 

＜第 43条～第 45条及び第 48条＞ 

注：平成 15 年の法改正により、「予算

準拠の原則」は削除されている（法 27

―）。現行法上、予算管理を行うか否か

は法人の任意であることから、予算管

理を行わない場合又は内規等で予算管

理を行う場合は、記載を要しない。 
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（暫定予算） 

第 44 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない

理由により予算が成立しないときは、理事長は、

理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年

度の予算に準じ収益費用を講じることができる。 

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益

費用とみなす。 

（予算の追加及び更正） 

第 45 条 予算議決後にやむを得ない事由が生じた

ときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は

更正をすることができる。 

（事業報告及び決算） 

第 46 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸

借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、

毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、

監事の監査を受け、総会の議決を経なければなら

ない。 

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰

り越すものとする。 

（事業年度） 

第 47 条 この法人の事業年度は、毎年【  】月

【  】日に始まり翌年【  】月【  】日に

終わる。 

（臨機の措置） 

第 48 条 予算をもって定めるもののほか、借入金

の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利

の放棄をしようとするときは、総会の議決を経な

ければならない。 

 

第８章 定款の変更、解散及び合併 

 

 

（定款の変更） 

第 49 条 この法人が定款を変更しようとするとき

は、総会に出席した正会員の【  】分の【  】

 

＜第 44条＞ 

注：本条の規定は、予算の決定を総会

の権能としている法人において、何ら

かの事情によりすぐに総会が開催でき

ない場合を想定し、理事会の決議で当

面の収益費用を講じることができるよ

うにするためのものであるため、予算

の決定を理事会の権能としている法人

は記載を要しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第 47 条＞…必要的記載事項（法 11

①十） 

 

 

 

 

 

 

 

＜第８章＞…定款の変更と解散に関す

る事項は必要的記載事項（法 11①十二

及び十三） 

 

＜第 49条＞ 

参考：法 25 

注１：定款変更の際には、定款に特別
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以上の多数による議決を経、かつ、法第 25 条第

３項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認

証を得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解散） 

第 50 条 この法人は、次に掲げる事由により解散

する。 

(1) 総会の決議 

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功

の不能 

(3) 正会員の欠亡 

(4) 合併 

(5) 破産手続き開始の決定 

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し 

(7) 

 

 

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散する

ときは、正会員総数の【  】分の【  】以上

の承諾を得なければならない。 

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所

轄庁の認定を得なければならない。 

 

（残余財産の帰属） 

第 51 条 この法人が解散（合併又は破産による解

散を除く。）したときに残存する財産は、法第 11

の定めがない限り、社員総数の２分の

１以上が出席し、その出席した社員の

４分の３以上の議決が必要となる。 

注２：法 25③に規定する以外の事項は、

事務所の所在地（所轄庁の変更を伴わ

ないもの）（第２条参照）、役員の定数

に関する事項（第 12 条参照）、資産に

関する事項（第７章参照）、会計に関す

る事項（第７章参照）、事業年度（第 47

条参照）、残余財産の帰属すべき者に係

るものを除く解散に関する事項（第８

章参照）、公告の方法（第９章参照）を

いう。 

 

＜第 50条＞ 

参考：第１項…法 31① 

 第１号…法 31①一 

 第２号…法 31①三 

 第３号…法 31①四 

 第４号…法 31①五 

 第５号…法 31①六 

 第６号…法 31①七 

 第７号以下…法 31①二（定款で定め

た解散事由の発生） 

 

 

注：第２項…解散の際には、定款に特

別の定めがない限り、社員総数の４分

の３以上の承諾が必要となる（法 31の

２）。 

参考：第３項…法 31② 

 

 

＜第 51条＞ 

参考：法 11③、法 32 

注１：【〇〇〇】に記載する「残余財産
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条第３項に掲げる者のうち、【○○○】に譲渡す

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（合併） 

第 52 条 この法人が合併しようとするときは、総

会において正会員総数の【  】分の【  】以

上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければ

ならない。 

 

第９章  公告の方法 

 

（公告の方法） 

第 53 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に

掲示するとともに、官報に掲載して行う。 

 ただし、法第 28 条の２第１項に規定する貸借

対照表の公告については【○○○】に掲載して行

う。 

 

公告方法 【〇〇〇】の記載例 

① 官報 官報 

② 日刊新聞氏 〇〇県において発行する

〇〇新聞 

③ 電子公告 ・この法人のホームペー

ジ 

・内閣府 NPO 法人ポータ

ルサイト 

（法人入力情報欄） 

主たる事務所の公衆

の見やすい場所 

この法人の主たる事務所

の掲示場（に掲示） 

の帰属すべき者」は、他の特定非営利

活動法人、国又は地方公共団体、公益

財団法人又は公益社団法人、学校法人、

社会福祉法人、更生保護法人から選定

されなければならない（法 11③）。 

注２：帰属先を定めない場合、又は帰

属先が明確でない場合は、国又は地方

公共団体に譲渡されるか国庫に帰属さ

れることとなる（法 32②③）。 

 

＜第 52条＞ 

注：定款に特別の定めがない限り、合

併の際には、社員総数の４分の３以上

の議決が必要（法第 34条）。 

 

＜第９章＞…必要的記載事項（法 11①

十四） 

 

＜第 53条＞ 

注１：公告とは、第三者の権利を保護

するため、第三者の権利を侵害するお

それのある事項について広く一般の人

に知らせることである。法人の活動実

態に応じて、官報、日刊新聞や、インタ

ーネットホームページを選択して記載

することが考えられる。 

注２：定款において、公告方法として

官報掲載を定めない場合であっても、

以下の①及び②の公告については、選

択した公告方法に加え、官報に掲載し

て行う必要がある。 

①解散した場合に清算人が債権者に対

して行う公告（法 31の 10④）。 

②清算人が清算法人について破産手続

開始の申立を行った旨の公告（法 31の

12④）。 
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注３：法人は、前年度の貸借対照表の

作成後遅滞なく、これを公告しなけれ

ばならない。貸借対照表の公告方法は

以下の４つの方法から選択し、定款で

定める必要がある。 

①官報 

②日刊新聞紙に掲載 

③電子公告 

④主たる事務所の公衆の見やすい場所

への掲示 

 なお、③を選択する場合は、事故等

やその他やむを得ない理由によって電

子公告による公告をすることができな

い場合の公告方法として①か②のいず

れかを定めることができる（法 28の２

③）。 

注４：電子公告の場合、「法人のホーム

ページ」、「内閣府 NPO 法人ポータルサ

イト」等公告する媒体を特定しなけれ

ばならない。 

注５：複数の手段を記載することがで

きるが、「又は」など、選択的な方法を

定めると、定款を見ただけでは公告方

法を特定できないため、認められない。 

注６：掲載期間等について、官報、日刊

新聞紙に掲載する場合、掲載回数は１

回、貸借対照表の要旨で足りる。電子

公告の場合は、作成の日から起算して

５年経過した日を含む事業年度の末日

まで継続して掲載する。法人の主たる

事務所の公衆の見やすい場所に掲示す

る場合は、１年間掲示する。 
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第 10章 雑則 

 

（細則） 

第 54 条 この定款の施行について必要な細則は、

理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 

 

附 則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行す

る。 

２  この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者

とする。 

理事長       ○ ○ ○ ○ 

副理事長     ○ ○ ○ ○ 

理事       ○ ○ ○ ○ 

同        ○ ○ ○ ○ 

 

 

監事         ○ ○ ○ ○ 

同        ○ ○ ○ ○ 

 

 

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第 15 条

第１項の規定にかかわらず、成立の日から【  】

年【  】月【  】日までとする。 

４ この法人の設立当初の事業計画及び活動予算

は、第 43 条の規定にかかわらず、設立総会の定

めるところによるものとする。 

５ この法人の設立当初の事業年度は、第 47 条の

規定にかかわらず、成立の日から【 】年【 】

月【 】日までとする。     

６ この法人の設立当初の入会金及び会費は、第８

条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 

(1) 正会員入会金  ○○○円 

正会員会費   □□□円（１年間分） 

(2) 賛助会員入会金 △△△円 

   賛助会員会費  ▽▽▽円（１年間分） 

 

 

 

 

 

 

＜附則＞ 

注１：設立当初の記載内容は、成立時

において変更しない。 

注２：第２項…必要的記載事項（法 11

②） 

役員名簿の記載内容と一致させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注３：第３項…至年月日は、成立の日

から２年を超えてはならない。 

総会の開催時期を考慮に入れ、役員任

期の末日を事業年度の末日の２～３か

月後にずらしておくと、法人運営に支

障をきたすおそれが少ない。（第 15 条

注２参照）。 

 

 

注４：第６項…正会員以外の会員につ

いて定める場合は、正会員と区別して

記載する。 
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様式例・記載例（法第 10条第１項第２号イ関係） 

 

 

 

 

役 員 名 簿 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人○○○○ 

役職名 氏 名 住 所 又 は 居 所 報酬の有無 

理事長 ○○○○ ・・・・・・・・ 無 

副理事長 

 

□□□□ 

 

・・・・・・・・ 

 

無 

 

理事 

 

 

 

△△△△ 

 

 

 

・・・・・・・・ 

 

 

 

有 

 

 

 

監事 

 

 

▽▽▽▽ 

 

 

・・・・・・・・ 

 

 

無 

 

 

 

（備考） 

１ 「氏名」、「住所又は居所」、「報酬の有無」は、全ての役員について記載する。 

２ 「氏名」、「住所又は居所」の欄には、住民票等によって証された氏名、住所又は居

所を記載する。 

３ 「報酬の有無」の欄には、定款の定めに従い報酬を受ける役員には「有」、報酬を受

けない役員には「無」を記入する。 

４ 役員総数に対する報酬を受ける役員数（「報酬の有無」欄の「有」の数）の割合は、

３分の１以下でなければならない（法第２条第２項第１号ロ）。 

 

 

理事の職名を定めている場

合は、それぞれの理事につ

いて職名を記載する。 

住民票の表記と全く同じように正確

に記載する 

住民票の表記と全く同じように正確に記

載する。 
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様式例・記載例（法第 10条第１項第２号ロ関係） 

○○年○月○日 

 

特定非営利活動法人○○○○  

 設立代表者 ○○ ○○ 様 

就任承諾及び誓約書 

 

  住所又は居所 ・・・・       

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名 ○○○○          

                        生年月日  年 月 日 

 

私は、特定非営利活動法人○○○○の    に就任することを承諾するとともに、特

定非営利活動促進法第 20 条各号に該当しないこと及び同法第 21 条の規定に違反しないこ

とを誓約します。 

※役員全員（理事及び監事（設立代表者を含む））が提出する。 

 

特定非営利活動促進法第 20条の要件 
次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。 

１ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

２ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなく

なった日から２年を経過しない者 

３ 以下の理由で罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けること

がなくなった日から２年を経過しない者 

・ 特定非営利活動促進法の規定に違反した場合 

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反した場合 

・ 刑法第 204 条［傷害］、第 206 条［現場助勢］、第 208 条［暴行］、第 208 条の２

［凶器準備集合及び結集］、第 222条［脅迫］、第 247条［背任］の罪を犯した場合 

・ 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯した場合 

４ 暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなく

なった日から５年を経過しない者 

５ 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取

り消された日から２年を経過しない者 

６ 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるも

の 

 

特定非営利活動促進法第 21条の要件 

役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が１

人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総数の

３分の１を超えて含まれることになってはならない。 

 

役員ごと謄本を提出する。 

原本は申請者が保管する。 

設立総会開催日以降の日付 

住民票の表記と全く同じ

ように正確に記載する。 

理事又は監事のいずれかを記載（理

事長、副理事長も「理事」と記載）。 

（役員総数５人以下の場合） 配偶者又は３親等以内の親族は、含まれることになってはならない。 

（役員総数６人以上の場合） 配偶者又は３親等以内の親族は、それぞれの役員について１人まで 

含まれてよい 
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様式例・記載例（法第 10条第１項第３号関係） 

 

社員のうち 10人以上の者の名簿 

 

 

 

 

特定非営利活動法人○○○○ 

 氏 名 住 所 又 は 居 所 

１ ○○ ○○ ・・・・・・・・ 

２ 
株式会社△△ 

代表取締役 □□□□ 
・・・・・・・・ 

３   

４   

５   

６   

７   

８   

９   

10   

 

（備考） 

 １ 法人等が社員となる場合は、団体名と併せて代表者氏名を記載する。 

２ 10人以上であれば社員全員を記載する必要はない。 

社員とは、社団の構成員の意味であり、総

会で議決権を持つ者のことである 

団体の場合は名称及び 

代表者職氏名を記載する。 
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様式例・記載例（法第 10条第 1項第 4号関係） 

 

 

確 認 書 

 

 

特定非営利活動法人○○○○は、特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び同法第

１２条第１項第３号に該当することを、【  】年【  】月【  】日に開催された設立

総会において確認しました。 

 

 

○○年○○月○○日 

 

特定非営利活動法人○○○○           

設立代表者 氏名○○○○          

 

 

特定非営利活動促進法第２条第２項第２号の要件 

 

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする

ものでないこと 

ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでな

いこと 

ハ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反

対することを目的とするものでないこと 

 

 

特定非営利活動促進法第１２条第１項第３号の要件 

 

暴力団でないこと 

暴力団の統制下にある団体でないこと 

暴力団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ）の統制下にある団体でな

いこと 

暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にある団体でないこと 

 

 

設立総会の開催日以降の日付 



 

Ⅱ－29 

 

様式例・記載例（法第 10条第 1項第 5号関係） 

 

 

設 立 趣 旨 書 

 

 

１ 趣 旨 

 

・ 定款に定められている目的や事業に係る社会経済情勢やその問題点 

・ 法人の行う事業が不特定多数の者の利益に寄与する理由 

・ 法人格が必要となった理由 

等 

 

 

 

２ 申請に至るまでの経過 

 

・ 法人の設立を発起し、申請するに至った動機や経緯 

（活動実績がある場合は、これまで取り組んできた具体的活動内容） 

○年○月 任意団体設立 

○年○月 ○○○作業所を開設 

○年○月 特定非営利活動法人化のための勉強会開催 

○年○月 発起人会開催 

○年○月 設立総会開催 

等 

 

 

 

 

○○年○○月○○日 

 

特定非営利活動法人○○○○           

                 設立代表者 氏名 ○○○○ 

 

 

 

経緯を時系列的に記載する。 
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様式例・記載例（法第 10条第 1項第 6号関係） 

 

特定非営利活動法人 ○○○○○  設 立 総 会 議 事 録 

 

１ 開 催 日 時  令和○○年○○月○○日 ○時○○分から○時○○分まで 

２ 場    所  ○○市○○町   ○○会館○○会議室 

３ 正会員総数  ○○人 

４ 出席正会員数 ○○人 

 

５ 審 議 事 項             

第１号議案 特定非営利活動法人○○○○○設立に関する件 

第２号議案 特定非営利活動法人○○○○○定款案承認の件 

第３号議案 役員選任に関する件 

第４号議案 令和○年度（初年度）及び令和△年度（翌年度）事業計画案及び活動

予算案承認の件 

第５号議案 設立当初の入会金及び会費の件 

第６号議案 特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び法第 12条第１項第３号

に該当することの確認の件 

第７号議案 法人成立時の財産目録の件 

第８号議案 法人設立認証申請の件 

 

６ 議事の経過の概要及び議決の結果 

議長として○○○○が、議事録署名人として△△△△、××××が選出された。 

 

第１号議案 特定非営利活動法人○○○○○設立に関する件 

議長より、設立趣旨書を配布し、この趣旨をもとに特定非営利活動法人○○○○○

を設立したい旨を諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。 

 

第２号議案 特定非営利活動法人○○○○○定款案承認の件 

議長より、定款案を配布し、逐条審議したところ、全員異議なくこれを承認した。 

 

 

 

 

第３号議案 役員選任に関する件 

議長より、設立当初の役員の人選について諮り、審議の結果、理事に○○氏、△△

氏、××氏、監事に□□氏とすることに全員異議なく承認した。また、理事のうち理

事長に○○氏、副理事長に△△氏にすることについても、全員異議なく承認した。 

謄本を提出する。 

原本は申請者が保管する。 

必要に応じて議案を追加すること。 

定款に「主たる事務所を〇〇市に置く。」とした場合、事務所をどこに

置くか（番地まで）議決しておくことが必要（登記上）。 

フルネームで記載する。 
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第４号議案 令和○年度（初年度）及び令和△年度（翌年度）事業計画案及び活動予

算案承認の件 

議長より、令和○年度（初年度）及び令和△年度（翌年度）事業計画案及び活動予

算案を配布し、詳細に審議したところ、全員異議なくこれを承認した。 

 

第５号議案 設立当初の入会金及び会費の件 

議長より、設立当初の入会金及び会費について諮り、審議の結果、入会金を正会員

○○○円、賛助会員○○○円とし、年会費は正会員○○○円、賛助会員○○○円とす

ることで、全員異議なくこれを承認した。 

 

第６号議案 特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び法第 12条第１項第３号

に該当することの確認の件 

特定非営利活動促進法第２条第２項第２号及び法第 12条第１項第３号に該当する

ことについて、満場一致で確認した。 

 

第７号議案 法人成立時の財産目録の件 

議長より、設立当初の財産目録案を配布し、全員異議なくこれを承認した。 

 

第８号議案 法人設立認証申請の件 

議長より、法人設立の認証申請をするため、以下の事項について諮ったところ、審

議の結果、全員異議なくこれを承認した。 

 

① 設立代表者は、○○氏とする。 

② 役員に決定したものは、令和○年○月○日までに法第20条各号に該当しないこ

と及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面

を提出する。 

③ 役員のうち報酬を受けるものはいない。 

④ 申請書の軽微な修正については、設立代表者に一任する。 

 

以上、この議事録が正確であることを証します。 

 

令和 ○年 ○月 ○日 

 

議    長           

議事録署名人           

議事録署名人           

役員名簿の「報酬の有無」

と整合性をとること。 

議長及び議事録署名人は定款で定めた

方法により記載すること。 
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様式例・記載例（法第 10 条第１項第７号関係「設立当初の事業年度の事業計画書」） 

 

 

設立当初の事業年度の事業計画書 

 

法人成立の日から○○年○○月○○日まで 

 

 

特定非営利活動法人○○○○ 

 

１ 事業実施の方針 

・設立当初の事業年度は、以下の事業を確実に実施することを目標とする。 

・本法人の事業内容をより多くの市民に知っていただくため、ホームページの開設準備

委員会を発足させる。 

 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(１) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

 実施予定日時 

(B)当該事業の 

実施予定場所 

(C)従事者の 

予定人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)予定人数 

事業費の 

予算額 

（単位：千円） 

①環境美化を

目的として

清掃を行う

事業 

 

・地域の通学路や駅周辺の清 

掃を行う。 

 

 

(A)年２回（５月と

10月に行う。） 

(B)地域の通学路

や駅周辺 

(C)20人 

(D)通学路や

駅を利用

する市民 

(E)不特定多

数 

500 

②活動支援を

目的として

助言を行う

事業 

 

 

・地域の通学路や駅周辺の清
掃を行う活動の実施を検討
する他の団体を支援するた
め、電子メールの利用によ
る助言窓口を開設する。 

・本年度は、来年度の開設に
向けた開設準備委員会を発
足させる。 

・本事業年度は、

実施予定なし。 

 
－ 

 

－ 

 

定款附則の「設立当初の事業年度」

の期間と一致させる 

実施する予定の事業は、

(A)から(E)までの事項を

もれなく記載する 

活動予算書で事業費を事業別

に区分している場合に記載す

る。区分していない場合は、

任意の記載事項。 

法人成立の日は設立申請

から２か月２週間先を想

定する 
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③自然環境の

保護に関す

る講演会を

開催する事

業 

・大学、行政、他の特定非営

利活動法人に所属し、自然

環境の保護に関する研究や

実務に携わっている方々を

招き、講演会を開催する。 

(A)年１回（１月に

開催する。） 

(B)□□市文化会

館 

(C)８人 

(D)自然環境

の保護に

関心があ

る市民 

(E)50人 

600 

 

 

 

 

(２) その他の事業 

事 業 名 

(定款に記載し

た事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の実施予定日時 

(B)当該事業の実施予定場所 

(C)従事者の予定人数 

事業費の 

予算額 

（単位：千

円） 

①会員相互の親

睦会の開催 

・会員相互の意見交換のた

め、親睦会を開催する。 

(A)年１回（12月） 

(B)○○会館 

(C)20人 

100 

②チャリティー

コンサートの

開催 

・自然環境の保護に関する

イベントにおいて、チャ

リティーコンサートを

開催する。 

・本事業年度は、実施予定なし。 

－ 

 

（備考） 
１ 設立当初の事業年度の事業計画書及び翌事業年度の事業計画書は、それぞれ別葉と
して作成する。 

２ ２は、(１)には特定非営利活動に係る事業、(２)にはその他の事業について区分を
明らかにして記載する。 

３ ２(２)には、定款上、「その他の事業」に関する事項を定めているものの、設立当
初の事業年度にその他の事業を実施する予定がない場合、「実施予定なし」と記載す
る。 

以下は、その他の事業を行う場合のみ記載する 

特定非営利活動に係る事業の事業内容と、その他の事業の

事業内容とは、相違点を明らかにして記載する 

実施する予定の事業は、

(A)から(C)までの事項を

もれなく記載する 

記載する場合には、活動予算書の

「事業費合計額」と全体の予算額

の合計額を一致させる 
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様式例・記載例（法第 10条第１項第７号関係「翌事業年度の事業計画書」） 

 

 

○○年度の事業計画書 

 

○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで 

 

 

特定非営利活動法人○○○○ 

 

１ 事業実施の方針 

・以下の事業を確実に実施することを目標とする。 

・前事業年度に発足させたホームページの開設準備委員会については、検討結果を通常

総会に付議できるよう議論を進める。事業年度内の開設を目標とする。 

 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(１) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

 実施予定日時 

(B)当該事業の 

実施予定場所 

(C)従事者の 

予定人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)予定人数 

事業費の 

予算額 

（単位：千

円） 

①環境美化を

目的として

清掃を行う

事業 

 

・地域の通学路や駅周辺の清 

掃を行う。 

 

 

(A)年２回（５月と

10月に行う。） 

(B)地域の通学路

や駅周辺 

(C)20人 

(D)通学路や

駅を利用

する市民 

(E)不特定多

数 

600 

②活動支援を

目的として

助言を行う

事業 

・地域の通学路や駅周辺の清

掃を行う活動の実施を検討

する他の団体を支援するた

め、電子メールの利用によ

る助言窓口を開設する。 

 

(A)ホームページ

の開設後、随時

実施する。 

(B)主たる事務所 

(C)３人 

(D)助言を希

望する団

体 

(E)４団体 

 

200 

実施する予定の事業は、

(A)から(E)までの事項を

もれなく記載する 

活動予算書で事業費を事業

別に区分している場合に記

載する。区分していない場

合は、任意の記載事項。 
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③自然環境の

保護に関す

る講演会を

開催する事

業 

・大学、行政、他の特定非営

利活動法人に所属し、自然

環境の保護に関する研究や

実務に携わっている方々を

招き、講演会を開催する。 

(A)年２回（１月と

７月に開催す

る。） 

(B)□□市文化会

館 

(C)９人 

(D)自然環境

の保護に

関心があ

る市民 

(E)各回 60人 

1,300 

 

 

 

 

(２) その他の事業 

事 業 名 

(定款に記載し

た事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の実施予定日時 

(B)当該事業の実施予定場所 

(C)従事者の予定人数 

事業費の 

予算額 

（単位：千

円） 

①会員相互の親

睦会の開催 

・会員相互の意見交換のた

め、親睦会を開催する。 

(A)年１回（12月） 

(B)○○会館 

(C)20人 

100 

②チャリティー

コンサートの

開催 

・自然環境の保護に関する

イベントにおいて、チャ

リティーコンサートを

開催する。 

(A)年１回（３月） 

(B)○○ホール 

(C)15人 
600 

 

 

 

 

（備考） 
１ 設立当初の事業年度の事業計画書及び翌事業年度の事業計画書は、それぞれ別葉と
して作成する。 

２ ２は、(１)には特定非営利活動に係る事業、(２)にはその他の事業について区分を
明らかにして記載する。 

３ ２(２)には、定款上、「その他の事業」に関する事項を定めているものの、設立当
初の事業年度にその他の事業を実施する予定がない場合、「実施予定なし」と記載す
る。 

 

 

以下は、その他の事業を行う場合のみ記載する 

特定非営利活動に係る事業の事業内容と、その他の事業の

事業内容とは、相違点を明らかにして記載する 

実施する予定の事業は、

(A)から(C)までの事項を

もれなく記載する 

記載する場合には、活動予算書の

「事業費合計額」と全体の予算額

の合計額を一致させる 



様式例・記載例（法第10条第１項第８号「設立当初の事業年度の活動予算書」）

設立当初の事業年度　活動予算書
法人成立の日から××年×月×日まで

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

科目
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
正会員受取会費 ×××
賛助会員受取会費 ×××
･････････････ ××× ×××

２．受取寄附金
受取寄附金　　 ×××
施設等受入評価益 ×××
･････････････ ××× ×××

３．受取助成金等
受取民間助成金 ×××
･････････････ ××× ×××

４．事業収益
○○事業収益 ×××

５．その他収益
受取利息 ×××
雑収益 ×××
･････････････ ××× ×××

経常収益計 ×××
Ⅱ 経常費用

１．事業費
人件費
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
施設等評価費用 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

事業費計 ×××
２．管理費

人件費
役員報酬 ×××
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

管理費計 ×××
経常費用計 ×××

当期経常増減額 ×××
Ⅲ 経常外収益

１．固定資産売却益 ×××
･････････････ ×××

金額

（１）

（２）

（１）

（２）

定款附則の「設立
当初の事業年度」
と一致させる

人件費とその他
経費に分けた上
で、支出の形態
別に内訳を記載

人件費とその他
経費に分けた上
で、支出の形態
別に内訳を記載

施設等評価
費用も併せ
て計上（計
上は法人の
任意）

施設等受入
評価益も併
せて計上
（計上は法
人の任意）

法人成立の日は設立申

請から３か月先を想定する
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経常外収益計 ×××
Ⅳ 経常外費用

１．過年度損益修正損 ×××
･････････････ ×××

経常外費用計 ×××
当期正味財産増減額 ×××
設立時正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

※　当該年度はその他の事業の実施を予定していません。

設立当初の事業年度　活動予算書

特定非営利活動法人○○○○

（単位：円）

特定非営利活動

に係る事業

Ⅰ 経常収益

１．受取会費

正会員受取会費 ××× ×××

･････････････ ××× ×××

２．受取寄附金

受取寄附金 ×××

その他の事業 合計

法人成立の日から××年×月×日まで

（注）　重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含
　　　む）を受け入れる予定である場合は、「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に区
　　　分して表示することが望ましい。

様式例・記載例 （定款にその他の事業が掲げられている場合)

科目

次期事業年度活動予算
書の「前期繰越正味財
産額」と金額が一致す
ることを確認する

その他の事業を定款で掲げていない法人はこの脚注は不要。
その他の事業を行う場合は以下の様式例を参照。
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様式例・記載例（法第10条第１項第８号「翌事業年度の活動予算書」）

○○年度　活動予算書
××年×月×日から××年×月×日まで

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

科目
Ⅰ 経常収益

１．受取会費
正会員受取会費 ×××
賛助会員受取会費 ×××
･････････････ ××× ×××

２．受取寄附金
受取寄附金　　 ×××
施設等受入評価益 ×××
･････････････ ××× ×××

３．受取助成金等
受取民間助成金 ×××
･････････････ ××× ×××

４．事業収益
○○事業収益 ×××

５．その他収益
受取利息 ×××
雑収益 ×××
･････････････ ××× ×××

経常収益計 ×××
Ⅱ 経常費用

１．事業費
人件費
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
施設等評価費用 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

事業費計 ×××
２．管理費

人件費
役員報酬 ×××
給料手当 ×××
法定福利費 ×××
退職給付費用 ×××
福利厚生費 ×××
･････････････ ×××
人件費計 ×××
その他経費
会議費 ×××
旅費交通費 ×××
減価償却費 ×××
支払利息 ×××
･････････････ ×××
その他経費計 ×××

管理費計 ×××
経常費用計 ×××

当期経常増減額 ×××
Ⅲ 経常外収益

１．固定資産売却益 ×××
･････････････ ×××

金額

（１）

（２）

（１）

（２）

次期事業年度の自至
年月日を記載

人件費とその
他経費に分け
た上で、支出
の形態別に内
訳を記載

人件費とその
他経費に分け
た上で、支出
の形態別に内
訳を記載

施設等評価
費用も併せ
て計上（計
上は法人の
任意）

施設等受入
評価益も併
せて計上
（計上は法
人の任意）
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経常外収益計 ×××
Ⅳ 経常外費用

１．過年度損益修正損 ×××
･････････････ ×××

経常外費用計 ×××
当期正味財産増減額 ×××
前期繰越正味財産額 ×××
次期繰越正味財産額 ×××

※　当該年度はその他の事業の実施を予定していません。

○○年度　活動予算書
××年×月×日から××年×月×日まで

特定非営利活動法人○○○○

（単位：円）

特定非営利活動

に係る事業

Ⅰ 経常収益

１．受取会費

正会員受取会費 ××× ×××

･････････････ ××× ×××

２．受取寄附金

受取寄附金 ×××

様式例・記載例 （定款にその他の事業が掲げられている場合)

科目 その他の事業 合計

（注）重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含
む）を受け入れる予定である場合は、「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に区分して
表示することが望ましい。

当初年度活動予算書
（前事業年度活動計算
書）の「次期繰越正味
財産額」と金額が一致
することを確認する

その他の事業を定款で掲げていない法人はこの脚注は不要。
その他の事業を行う場合は以下の様式例を参照。
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様式第２号（第４条関係） 

補正書 

年 月 日  

  （宛先）静岡市長 

申立者 

住所又は居所 
法人にあっては、その主たる

事務所の所在地 

氏名 
法人にあっては、その名称及

び代表者の氏名 

電話番号  

 

 

 

 

    年 月 日に申請した特定非営利活動法人       の       について

不備がありましたので、特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第３項（同法

第25条第５項及び同法第34条第５項において準用する場合を含む。）の規定により、補正を申

し立てます。 

 

 １ 特定非営利活動法人の名称 

 ２ 特定非営利活動法人の代表者の氏名 

 ３ 主たる事務所の所在地 

 ４ その他の事務所の所在地 

 ５ 補正の内容 

捕 正 前 捕 正 後 

    

 ６ 補正の理由 

 

 

設立認証申請書に添付した

書類のうち、補正する書類

の種類を記載する。 
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様式第５号（第６条関係） 

設立登記完了届出書 

年 月 日  

  （宛先）静岡市長 

                        主たる事務所の所在地         

                    届出者 名 称              

                        代表者氏名              

                        電話番号              

 

  特定非営利活動法人              の設立の登記が完了したので、特定非

営利活動促進法（平成10年法律第７号。以下「法」という。）第13条第２項の規定により、登

記事項証明書及び法第14条の財産目録を添えて届け出ます。 



様式例・記載例（法第14条関係）

設立の時の財産目録
××年×月×日現在

特定非営利活動法人○○○○
（単位：円）

科目
Ⅰ 資産の部

１．流動資産
現金預金

手元現金 ×××
××銀行普通預金 ×××

未収金
××事業未収金 ×××

･････････････ ×××
流動資産合計 ×××

２．固定資産
有形固定資産
什器備品

パソコン1台 ×××
応接セット ×××
･････････････ ×××
歴史的資料 評価せず

・・・・・・・・ ×××
有形固定資産計 ×××
無形固定資産
ソフトウェア

財務ソフト ×××
･････････････ ×××
無形固定資産計 ×××
投資その他の資産
敷金 ×××
○○特定資産
××銀行定期預金 ×××
･････････････ ×××
投資その他の資産計 ×××

固定資産合計 ×××
資産合計 ×××

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

未払金
事務用品購入代 ×××
･････････････ ×××

預り金
源泉所得税預り金 ×××
･････････････ ×××

･････････････ ×××
流動負債合計 ×××

２．固定負債
長期借入金 ×××

××銀行借入金 ×××
･････････････ ×××

･････････････ ×××
固定負債合計 ×××

負債合計 ×××
正味財産 ×××

金額

（１）

（２）

（３）

口座番号の
記載は不要

正味財産＝資産合計－負債合計

金銭評価ができない資産に
ついては「評価せず」とし
て記載できる

 Ⅱ－42



本書において使用している省略語は、次のとおりです。 

法 ・・・・・・・・・・・特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号） 

法 令 ・・・・・・・・・特定非営利活動促進法施行令（平成 23 年政令第 319 号） 

法 規 ・・・・・・・・・特定非営利活動促進法施行規則（平成 23 年内閣府令第 55号） 

条 例 ・・・・・・・・・静岡市特定非営利活動促進法施行条例（令和５年） 

条 規 ・・・・・・・・・静岡市特定非営利活動促進法施行条例施行規則（令和５年） 

平成 23 年改正法  ・・・・特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平成 23 年法律第 70 号） 

平成 28 年改正法  ・・・・特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 70 号） 

令和２年改正法 ・・・・・特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（令和２年法律第 72 号） 

NPO 法人 ・・・・・・・・特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する特定非営利活動法人 

認定 NPO 法人 ・・・・・・特定非営利活動促進法第 44 条第１項に規定する認定特定非営利活動法人 

特例認定 NPO 法人 ・・・・特定非営利活動促進法第 58 条第１項に規定する特例認定特定非営利活動法人 

認定 NPO 法人等 ・・・・・認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人 

所轄庁 ・・・・・・・・・特定非営利活動促進法第９条に規定するその主たる事務所が所在する都道府県の知事

（その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあって

は、当該指定都市の長） 

措 法 ・・・・・・・・・租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号） 

措 令 ・・・・・・・・・租税特別措置法施行令（昭和 32 年政令第 43 号） 

措 規 ・・・・・・・・・租税特別措置法施行規則（昭和 32 年大蔵省令第 15 号） 

法人法 ・・・・・・・・・法人税法（昭和 40 年法律第 34 号） 

法人令 ・・・・・・・・・法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号） 

法人規 ・・・・・・・・・法人税法施行規則（昭和 40 年大蔵省令第 12 号） 

所 法 ・・・・・・・・・所得税法（昭和 40 年法律第 33 号） 

所 令 ・・・・・・・・・所得税法施行令（昭和 40 年政令第 96 号） 

所 規 ・・・・・・・・・所得税法施行規則（昭和 40 年大蔵省令第 11 号） 

相 規 ・・・・・・・・・相続税法施行規則（昭和 25 年大蔵省令第 17 号） 

組登令 ・・・・・・・・・組合等登記令(昭和 39 年政令第 29 号) 

行手法 ・・・・・・・・・行政手続法（平成５年法律第 88 号） 

法 10①二イ ・・・・・・・特定非営利活動促進法第 10 条第１項第２号イ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動促進法に係る諸手続の手引き 
第２章 特定非営利活動法人の設立について 

 

 

静岡市 
 

観光文化・市民局市民自治推進課 

令和８年４月 
 

 

〒420-8602 静岡市葵区追手町５－１ 

電 話 054-221-1372 

FAX 054-221-1538 
 

 


